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１ 地域区分の考え方 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

学区ごとに課題をとりまとめ、目指すべきまちの実現にむけて、各学区のまちづくり方針

や実現に向けての方策等を整理しました。 

 

 

 

 

  

 

地域区分図 
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２ 学区ごとのとりまとめ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

① 人口の状況 
 

 速野学区の平成 22 年（2010 年）から

令和２年（2020 年）までの人口増加率は

103％、令和２年（2020 年）の高齢化 

率は 22.9％となっています。今後も人口 

増加が見込まれる学区です。 

 

② 前回都市計画マスタープラン（平成 19年以降）のまちづくりの総括 
 

まちづくりの事例 

 観光・レクリエーションを促進する観点から特別用途地区を指定（平成 19 年度（2007

年度）） 

 レインボーロード沿いにＢＴＳ（自転車からバスへ乗り継ぐ拠点）整備（平成 24 年度

（2012 年度）） 

 居住環境保全のため、ベルヴィタウンの用途地域を商業地域から第１種中高層地域に変

更（平成 24 年度（2012 年度）） 

 木浜自治会において地区計画決定（平成 29 年度（2017 年度）） 
 

③ 望まれるまちのあり方（まちづくり会議【令和３年 10月開催】の意見から抜粋） 
 

公共交通の改善、人と人のつながりを重視し交流の機会、文化伝承の機会を増やすこと、

北の玄関口という立地特性を活かした土地利用、地球市民の森の有効活用等が望まれてい

る。 

（主な意見） 

 ・新しい人を呼び込める魅力を生み出し、住む人たちの輪を広げる 

 ・交通手段の新規整備 ・守山市の北の玄関口として景観、土地利用を検討 
 

④ まちづくりとして目指すポイント 
 

ポイント①：地域間人口格差の是正と地域行事や交流活動の維持 

      ⇒地域の２極化を防ぎ、地域活動を維持していくことが必要 

ポイント②：安心・安全な暮らしを形成する生活基盤形成 

⇒公共交通の充実や交通事故対策など高い生活基盤形成が必要 

ポイント③：自然、水環境等の維持保全と活用 

      ⇒びわこ地球市民の森等を活用した自然環境の保全や親水性の高い環境を活 

用したまちづくりが必要 
  

(1) 速野学区 

※１ 出典：住民基本台帳および外国人登録（各年９月末時点） 
※２ 平成 22 年、平成 27 年、令和２年は実績値、令和７年は「守山市人口ビジ 

ョン「令和２年改訂版」による推計値 

1 

1 

項目 時点 市全体 速野学区 

人口増加率 平成 22 年～令和２年 108% 103% 

高齢化率 
（65 歳以上
の割合） 

平成 22 年 16.9% 16.0% 

令和２年 21.9% 22.9% 

 

2,260 2,208 1,951 1,793

8,068 7,986 7,774 7,883

1,962 2,440 2,890 3,081

12,290 12,634 12,615 12,757

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2010年

（Ｈ22）

2015年

（Ｈ27）

2020年

（R2）

2025年

（R7）

老齢人口

（65歳以上）

生産年齢人口

（15～64歳）

年少人口

（0～14歳）

（人）
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全域に係る方針 

公共交通の充実を図る中、公共交通の
利便性向上と利用促進に向けた取り組
みを推進します。 

速野学区のまちづくり方針図 

湖岸の自然の再生（ヨシの再
生）を行います。 

新川と大川に挟まれた市街
化調整区域については、農
地の保全を図るとともに、
良好な自然環境や景観を活
かし、観光・レクリエーシ
ョン施設と一体となった活
用についても促進します。 

住宅地内の生活道路について、歩行者
が安心して通行できるよう狭あい道路
整備事業を活用するなど生活道路の改
善を図ります。 

幹線道路沿道は、近隣商業地
として位置づけ、観光・レク
リエーション施設の利用者や
住民の利便性の向上に資する
施設整備を図ります。 

北部市街地の住宅地は中低層
住宅地として位置づけ、建築
協定の活用による緑化等の推
進を通じて良好な住環境の形
成を図ります。 

木浜内湖および大正堀の環境
改善を図ります。 

湖岸の既存施設である桟橋等を活用した
湖上観光や公共交通対策による観光客の
誘致を検討するとともに、木浜漁港等に
おける災害時の交通手段、輸送手段とし
て湖上交通を推進します。 

湖岸沿いは観光・レクリエーシ
ョン地として位置づけ、水辺環
境を活用した観光・レクリエー
ション機能およびスポーツ振興
に寄与する機能の強化を図ると
ともに、商業地域全体につい
て、地域にふさわしい土地利用
のあり方を検討します。 

幹線道路沿線の看板等の規
制を活用し、良好な沿道景
観を形成します。 

湖岸の自然環境を保全し、親水空
間としての機能を確保します。 

建築物の色彩や高さ等の景
観規制を活用し、湖岸の自
然と調和した良好な景観を
形成します。 

地域コミュニティの維持や活性化の観
点から、市街化調整区域について、良
好な住環境を維持するため、積極的に
地区計画制度の活用を推進します。 

優良農地の整備・保全を図り、美しい
田園地帯を将来にわたって維持してい
きます。 

休耕地については、適正管理の指導徹
底により荒廃を防ぐとともに、大規模
農家や集落営農等の担い手により有効
活用を図ります。 

幹線道路の整備を推進します。 歩行者、自転車および自動車が安全で快適
に通行できる道路づくりを推進します。 

市街化区域内の低・未利用地について
は、ミニ開発による虫食い状の開発や
行き止まり状道路の形成を抑制するな
ど、計画的に開発の誘導を進めていき
ます。また、市街化区域内の農地の保
全活用手法について検討します。 

幹線道路網の整備を推進する中、集落地
内の生活道路に進入する車両に対して速
度抑制をさせる整備を検討します。 

比良・比叡の山並みや三上山の眺望を確保

するため、景観や看板規制を活用します。 

 

美しい田園風景の維持・保全を図ります。 

中洲 

玉津 
河西 

速野 

地域に点在する歴史的資源や公園等を
ネットワーク化する自転車走行空間を
整備します。 

凡 例 

観光・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ地 

＜まちづくりの方針＞ 

公園・緑地・河川 

道路・交通 

土地利用 

景観形成 

＜土地利用（ゾーニング）＞ 

水面 
公園・緑地 
近隣商業地 

中低層住宅地 

水辺を活かしたまちづくりの普及啓発
を図り、水辺環境の改善や魅力創出に
向けた取り組みを推進します。 

住民参加による整備が進むびわこ
地球市民の森については、Park-
PFI 制度等によるにぎわいの創出
を目指します。 

社会経済情勢や都市構造の変化
等により、整備の必要性が低下
している都市計画道路につい
て、見直しを検討します。 

北部図書機能およびコミュニ
ティ機能の整備を図ります。 
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① 人口の状況 
 

 中洲学区の平成 22 年（2010 年）から

令和２年（2020 年）までの人口増加率は

91％、令和２年（2020 年）の高齢化率

は 34.0％となっています。今後も人口減 

少が予測される学区です。 

 

② 前回都市計画マスタープラン（平成 19年以降）のまちづくりの総括 
 

まちづくりの事例 

 立田町地先においてラウンドアバウトの整備（平成 26 年度（2014 年度）） 

 立田・服部・幸津川自治会において地区計画決定（平成 26～27 年度（2014～2015

年度）） 

 国道 477 号バイパスの整備（平成 26 年度（2014 年度）～）  

 もりやまエコパーク交流拠点施設および環境センターの供用開始（令和３年度（2021

年度）～） 

 

③ 望まれるまちのあり方（まちづくり会議【令和３年 10月開催】の意見から抜粋） 
 

住民相互のつながりを大切にし、自然や伝統行事などを通じて地域に関心、誇りを持つ

ことができる地域づくり等が望まれている。 

（主な意見） 

・自然との共存を通して人とのつながりを深め、活性化する ・賑わいづくり 

・世代間や新旧住民間等のつながりを大切にする ・子育てしやすい交通環境の整備 

 

④ まちづくりとして目指すポイント 
 

ポイント①：水と親しむ環境の改善と活力の創出 

      ⇒野洲川河川公園の整備の推進や地域を流れる水環境の改善が必要 

ポイント②：人口減少や少子高齢化への対策 

      ⇒地区計画制度等を活用した地域コミュニティの維持促進が必要 

ポイント③：公共交通の強化 

      ⇒公共交通の利便性向上へ向けた取り組みが必要 

  

(2) 中洲学区 

※１ 出典：住民基本台帳および外国人登録（各年９月末時点） 
※２ 平成 22 年、平成 27 年、令和２年は実績値、令和７年は「守山市人口ビジ 

ョン「令和２年改訂版」による推計値 
 

項目 時点 市全体 中洲学区 

人口増加率 平成 22 年～令和２年 108% 91% 

高齢化率 
（65 歳以上
の割合） 

平成 22 年 16.9% 27.0% 

令和２年 21.9% 34.0% 

 

354 350 314 291

1,634 1,429 1329 1291

736
824 846 852

2,724 2,603 2,489 2,433

0

1,000

2,000

3,000

2010年

（Ｈ22）

2015年

（Ｈ27）

2020年

（R2）

2025年

（R7）

老齢人口

（65歳以上）

生産年齢人口

（15～64歳）

年少人口

（0～14歳）

（人）
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全域に係る方針 

幹線道路網の整備を推進する中、集
落地内の生活道路に進入する車両に
対し、速度抑制をさせる整備を検討
します。 

環境学習の拠点として整備した
「環境センター」・「もりやまエコ
パーク交流拠点施設」において、環
境学習を実施し、更なる市民の環
境意識の向上および「環境学習都
市宣言」の具現化を図ります。 

すし切り祭りなどの伝統文化等に
ついては、積極的な情報提供を図
ります。 

野洲川中洲親水公園については、
水と親しみ、地域のふれあいの拠
点として活用します。 

水辺を活かしたまちづくりの普及啓
発を図り、水辺環境の改善や魅力創
出に向けた取り組みを推進します。 

休耕地については、適正管理の指導
徹底により荒廃を防ぐとともに、大
規模農家や集落営農等の担い手によ
り有効活用を図ります。 

公共交通の充実を図る中、公共交通
の利便性向上と利用促進に向けた取
り組みを推進します。 

優良農地の整備・保全を図り、美し
い田園地帯を将来にわたって維持し
ていきます。 

地域コミュニティの維持や
活性化の観点から、市街化
調整区域について、良好な
住環境を維持するため、積
極的に地区計画制度の活用
を推進します。 

比良・比叡の山並みや三上山の眺望

を確保するため、景観や看板規制を

活用します。 

速野 

玉津 
河西 

中洲 

美しい田園風景の維持・保全を図り
ます。 

歩行者、自転車および自動車が安全
で快適に通行できる道路づくりを推
進します。 

地域に点在する歴史的資源や公園等
をネットワーク化する自転車走行空
間を整備します。 

凡 例 

＜土地利用（ゾーニング）

＞ 

景観形成 

＜まちづくりの方針＞ 

公園・緑地・河川 

道路・交通 

土地利用 中低層住宅地 

公園・緑地 観光・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ地 

水面 

近隣商業地 

人口維持の観点から、集落
周辺の住宅開発の誘導を検
討します。 

多くの人が集い、憩うことで市民
に愛される施設を目指して、また、
「環境」・「健康」・「交流」をはぐく
む活動拠点として、環境学習都市
宣言記念公園（屋外施設）の整備を
推進します。 

中洲学区のまちづくり方針図 
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① 人口の状況 
 

 玉津学区の平成 22 年（2010 年）から

令和２年（2020 年）までの人口増加率は

102％、令和２年（2020 年）の高齢化率

は 30.6％となっています。今後は人口 

減少が予測される学区です。 

 

② 前回都市計画マスタープラン（平成 19年以降）のまちづくりの総括 
 

まちづくりの事例 

 石田・赤野井・矢島自治会において地区計画決定（平成 25・29・令和３年度（2013・

2017・2021 年度）） 

 諏訪家屋敷の保全活用に向けた取り組みの推進（平成 26 年度（2014 年度）～） 

 レインボーロード沿道において、地区計画を活用し、計画的な土地利用の誘導を図るた

めにガイドラインを運用（令和元年度（2019 年度）～） 

 

③ 望まれるまちのあり方（まちづくり会議【令和３年 10月開催】の意見から抜粋） 
 

今後も、のどかな田園風景や地域コミュニティを大切にしながら、新しい考え方を取り

入れ、利便性を高め、安心して子育てできる環境づくりを目指すことが望まれている。 

（主な意見） 

・程よい田舎感を残しつつも利便性の高いまちづくり ・公共交通の強化 

・安心して子育て、生活できる環境づくり ・人と人がつながりやすい仕掛けづくり 

 

④ まちづくりとして目指すポイント 
 

ポイント①：地域人口の維持、コミュニティの活性化  

      ⇒地区計画制度等を活用し、少子高齢化、コミュニティ意識の希薄化、地域の 

担い手の不足等の課題に対する取り組みが必要 

ポイント②：公共交通の強化 

      ⇒公共交通の利便性向上へ向けた取り組みが必要 

ポイント③：安心・安全な暮らしを形成する生活基盤形成 

⇒歩道の整備による交通事故対策など高い生活基盤形成が必要 

  

(3) 玉津学区 

※１ 出典：住民基本台帳および外国人登録（各年９月末時点） 
※２ 平成 22 年、平成 27 年、令和２年は実績値、令和７年は「守山市人口ビジ 

ョン「令和２年改訂版」による推計値 
 

項目 時点 市全体 玉津学区 

人口増加率 平成 22 年～令和２年 108% 102% 

高齢化率 
（65 歳以上
の割合） 

平成 22 年 16.9% 23.6% 

令和２年 21.9% 30.6% 
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（65歳以上）

生産年齢人口

（15～64歳）

年少人口

（0～14歳）

（人）
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全域に係る方針 

幹線道路網の整備を推
進する中、集落地内の
生活道路に進入する車
両に対し、速度抑制を
させる整備を検討しま
す。 

法竜川、天神川の整備を図り、浸
水、溢水対策を実施します。 

交通量が多いすこやか通りの歩道
整備を促進します。 

赤野井町の東別院、西別院、
諏訪家屋敷等の文化財へのア
クセスの向上を図ります。 

休耕地については、適
正管理の指導徹底によ
り荒廃を防ぐととも
に、大規模農家や集落
営農等の担い手により
有効活用を図ります。 

公共交通の充実を図る
中、公共交通の利便性
向上と利用促進に向け
た取り組みを推進しま
す。 

地域コミュニティの維
持や活性化の観点か
ら、市街化調整区域に
ついて、良好な住環境
を維持するため、積極
的に地区計画制度の活
用を推進します。 

優良農地の整備・保全
を図り、美しい田園地
帯を将来にわたって維
持していきます。 

比良・比叡の山並み
や三上山の眺望を確
保するため、景観や
看板規制を活用しま
す。 

水辺を活かしたまち
づくりの普及啓発を
図り、水辺環境の改
善や魅力創出に向け
た取り組みを推進し
ます。 

美しい田園風景の維
持・保全を図りま
す。 

速野 

河西 

 

吉身 

 
小津 

玉津 

歩行者、自転車および
自動車が安全で快適に
通行できる道路づくり
を推進します。 

地域に点在する歴史的
資源や公園等をネット
ワーク化する自転車走
行空間を整備します。 

守山 

凡 例 

＜土地利用（ゾーニング）

＞ 

景観形成 

＜まちづくりの方針＞ 

公園・緑地・河川 

道路・交通 

土地利用 中低層住宅地 

沿道複合地 近隣商業地 

一般住宅地 

公園・緑地 工業地 

市民交流ゾーン 観光・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ地 

水面 

赤野井湾の環境改善を図ります。 

浜街道から今市地先におけ
るレインボーロード沿道
は、無秩序な開発を抑制す
るため、地区計画制度等の
都市計画的手法の活用によ
り、中小企業の立地による
秩序ある土地利用を図りま
す。 

諏訪家屋敷等の歴史的資源や
周辺の歴史的な街並みを保全
し、伝統行事などの地域活動
の継承を支援していきます。 

玉津学区のまちづくり方針図 
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① 人口の状況 
 

 小津学区の平成 22 年（2010 年）から

令和２年（2020 年）までの人口推移は横

ばい、令和２年（2020 年）の高齢化率は

30.7％となっています。今後は緩やかな 

人口減少が見込まれる学区です。 

 

② 前回都市計画マスタープラン（平成 19年以降）のまちづくりの総括 
 

まちづくりの事例 

 金森町地先で土地区画整理事業の完了（平成 19 年度（2007 年度）） 

 欲賀町地先で集落地区計画の変更および土地区画整理事業の完了（平成21年度（2009

年度）） 

 湖南街道の４車線化の供用開始（平成 27 年度（2015 年度））  

 森川原自治会において地区計画決定（平成 28 年度（2016 年度）） 

 市民交流ゾーンにおいて、地区計画を活用し、計画的な土地利用の誘導を図るためにガ

イドラインを運用（令和元年度（2019 年度）～） 

 

③ 望まれるまちのあり方（まちづくり会議【令和３年 10月開催】の意見から抜粋） 
 

自然と都市の共生、自然と調和した利便性の向上など、農業を含む豊かな自然やこれま

での伝統を大切にしながら持続可能なまちづくりが望まれている。 

（主な意見） 

・バランス（自然と利便性、高齢者と若者、デジタルとアナログ）のとれたまちづくり 

・豊かな自然を守りながら誰もが住みやすいまち ・創造的なまちづくり 

・住む場所や年齢に影響されにくい交通に配慮したまち 

 

④ まちづくりとして目指すポイント 
 

ポイント①：地域コミュニティの活性化への取り組み 

      ⇒市民運動公園の再整備事業の推進、市民交流ゾーン整備の推進、地区計画制

度の活用等により、人々の交流や憩える場作りが必要 

ポイント②：公共交通の強化 

⇒公共交通の利便性向上へ向けた取り組みが必要 

ポイント③：水や自然と親しむ環境作り 

      ⇒水辺環境やホタルの生息する環境の有効な活用 
  

(4) 小津学区 

※１ 出典：住民基本台帳および外国人登録（各年９月末時点） 
※２ 平成 22 年、平成 27 年、令和２年は実績値、令和７年は「守山市人口ビジ 

ョン「令和２年改訂版」による推計値 
 

項目 時点 市全体 小津学区 

人口増加率 平成 22 年～令和２年 108% 100% 

高齢化率 
（65 歳以上
の割合） 

平成 22 年 16.9% 22.5% 

令和２年 21.9% 30.7% 
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（15～64歳）

年少人口

（0～14歳）

（人）
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小津学区のまちづくり方針図 

小津神社等の文化財へのアクセスの向
上を図ります。 

全域に係る方針 

既存工業地では、敷
地内の緑化を推進す
るなど、田園風景と
の調和を図ります。 

赤野井湾の環境改善
を図ります。 

新守山川の整備を図り、浸
水、溢水対策を実施します。 

「市民交流ゾーン」では、市民
ホールや市民運動公園、医療・
福祉施設、教育施設等と相乗効
果を発揮し、守山市全体の秩序
ある発展に資する施設等の立地
を誘導するとともに、うるおい
ある緑地空間の整備を推進しま
す。 

湖南街道、語らい学び舎
通り、目田川河川公園お
よび金森川について、市
民交流ゾーンの整備とあ
わせて、市民や来訪者な
どが散策できる緑のネッ
トワークを整備します。
また、目田川周辺の一定
の範囲は、ホタルの生息
にふさわしい生物生息空
間を保全します。 

市街地内小河川の水量の確
保、水質の維持を図るととも
に、自然景観や生態系に配慮
した水辺環境の保全を図り、
ホタルが舞う美しいまちづく
りを推進します。 

金森御坊の歴史的な街並みの保全をは
じめとして、ゆとりとうるおいを有し
た魅力的で美しい街並みを形成するた
め、建築物の高さ制限や色彩、意匠、
看板等の規制を活用し、周辺と調和の
とれた良好な景観形成を推進します。 

公共交通の充実を図る
中、公共交通の利便性向
上と利用促進に向けた取
り組みを推進します。 

優良農地の整備・保全を
図り、美しい田園地帯を
将来にわたって維持して
いきます。 

地域コミュニティの維持
や活性化の観点から、市
街化調整区域について、
良好な住環境を維持する
ため、積極的に地区計画
制度の活用を推進しま
す。 

美しい田園風景の
維持・保全を図り
ます。 

水辺を活かしたま
ちづくりの普及啓
発を図り、水辺環
境の改善や魅力創
出に向けた取り組
みを推進します。 

比良・比叡の山並
みや三上山の眺望
を確保するため、
景観や看板規制を
活用します。 

休耕地については、適正
管理の指導徹底により荒
廃を防ぐとともに、大規
模農家や集落営農等の担
い手により有効活用を図
ります。 

幹線道路網の整備を推進
する中、集落地内の生活
道路に進入する車両に対
し、速度抑制をさせる整
備を検討します。 

玉津 

河西 

吉身 

守山 

小津 

歩行者、自転車および自動車
が安全で快適に通行できる道
路づくりを推進します。 

地域に点在する歴史的資源や
公園等をネットワーク化する
自転車走行空間を整備しま
す。 

＜土地利用（ゾーニング）

景観形成 

＜まちづくりの方針＞ 

公園・緑地・河川 

道路・交通 

土地利用 中低層住宅地 

水面 

工業地 

公園・緑地 

一般住宅地 

凡 例 

小津神社等の神社、
寺院などの歴史的資
源や周辺の歴史的な
街並みを保全し、伝
統行事などの地域活
動の継承を支援して
いきます。 
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① 人口の状況 
 

 河西学区の平成 22 年（2010 年）から

令和２年（2020 年）までの人口増加率は

111％、令和２年（2020 年）の高齢化率

は 24.4％となっています。今後も人口 

増加が見込まれる学区です。 

 

② 前回都市計画マスタープラン（平成 19年以降）のまちづくりの総括 
 

まちづくりの事例 

 笠原・荒見・布施野自治会において地区計画決定（平成 22・26・28 年度（2010・

2014・2016 年度）） 

 播磨田地先の市街化調整区域を市街化区域に編入（平成 23 年度（2011 年度））  

 北川原公園の供用開始（平成 26 年度（2014 年度）） 

 レインボーロード沿道において、地区計画を活用し、計画的な土地利用の誘導を図るた

めにガイドラインを運用（令和元年度（2019 年度）～） 

 

③ 望まれるまちのあり方（まちづくり会議【令和３年 10月開催】の意見から抜粋） 
 

 様々なライフステージに合わせた移動手段の充実、世代を超えた交流の活発化による地域

コミュニティの活力維持が望まれている。 

 （主な意見） 

 ・さまざまなライフステージに合わせた交通の充実 

・各世代間の地域コミュニティを維持、継続する 

 

④ まちづくりとして目指すポイント 
 

ポイント①： 地域間人口を是正し、バランスあるまちづくりの推進 

       ⇒地区計画制度等の活用により、地域コミュニティの維持・活性化施策を実

施し、地域の２極化を防ぎ、地域活動を維持していくことが必要 

ポイント②： 地域資源「たからもの」の積極的な活用と充実 

       ⇒近江妙蓮、水辺空間、自然環境、ホタル等をはじめとした地域資源を活用

し、人々の交流や憩いの場づくりの推進が必要 

(５) 河西学区 

※１ 出典：住民基本台帳および外国人登録（各年９月末時点） 
※２ 平成 22 年、平成 27 年、令和２年は実績値、令和７年は「守山市人口ビジ 

ョン「令和２年改訂版」による推計値 
 

項目 時点 市全体 河西学区 

人口増加率 平成 22 年～令和２年 108% 111% 

高齢化率 
（65 歳以上
の割合） 

平成 22 年 16.9% 19.3% 

令和２年 21.9% 24.4% 
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全般に係る方針 

河西学区のまちづくり方針図 

市街地内小河川の水量の確

保、水質の維持を図るとと

もに、自然景観や生態系に

配慮し、ホタルが舞う美し

いまちづくりを推進しま

す。 

建築物の色彩等の景観規制

を活用し、自然と調和した

良好な景観を形成します。 

市街化区域内の低・未利

用地については、ミニ開

発による虫食い状の開発

や行き止まり状道路の形

成を防止するなど、計画

的に開発の誘導を進めて

いきます。また、生産緑

地制度の活用など市街化

区域内の農地の保全活用

手法について検討しま

す。 

川田町田中の近江

妙蓮や笠原町の桜

並木を保存しま

す。 

歩行者、自転車および自
動車が安全で快適に通行
できる道路づくりを推進
します。 

景観形成 

＜まちづくりの方針＞ 

公園・緑地・河川 

道路・交通 

土地利用 

公園・緑地 

市民交流ゾーン 沿道複合地 

中洲 

速野 

玉津 

吉身 

河西 

全域に係る方針 

美しい田園風景の維持・保

全を図ります。 

水辺を活かしたまちづくり

の普及啓発を図り、水辺環

境の改善や魅力創出に向け

た取り組みを推進します。 

市街地内小河川の水量の確

保、水質の維持を図るとと

もに、自然景観や生態系に

配慮した水辺環境の保全を

図り、ホタルが舞う美しい

まちづくりを推進します。 

建築物の色彩等の景観規制

を活用し、自然と調和した

良好な景観を形成します。 

比良・比叡の山並みや三上

山の眺望を確保するため、

景観や看板規制を活用しま

す。 

幹線道路網の整備を推進

する中、集落地内の生活

道路に進入する車両に対

し、速度抑制をさせる整

備を検討します。 

公共交通の充実を図る

中、公共交通の利便性向

上と利用促進に向けた取

り組みを推進します。 

地元雇用の観点から、農

村産業法を活用した土地

利用についても検討しま

す。 

地域コミュニティの維持

や活性化の観点から、市

街化調整区域について、

良好な住環境を維持する

ため、積極的に地区計画

制度の活用を推進しま

す。 

幹線道路沿道は沿道

複合地として位置づ

け、沿道サービス機

能の充実を図るとと

もに、地域住民の日

常生活における利便

性の向上に資する施

設整備を図ります。 

幹線道路沿道は、緑化の

促進や看板を規制するな

ど、良好な沿道景観を形

成します。 

準工業地域では、

大規模集客施設の

立地の制限を活用

し、市街地への都

市機能の集約を図

ります。 

川田町田中の近江

妙蓮や笠原町の桜

並木を保存しま

す。 

法竜川の整備を図り、

浸水、溢水対策を実施

します。 

湖南街道は、積極

的に緑化を推進し

ます。 

住宅地内の生活道路につ

いて、歩行者が安心して

通行できるよう狭あい道

路整備事業を活用するな

ど生活道路の改善を図り

ます。 

幹線道路の整備を推進し

ます。 

歩行者、自転車および自
動車が安全で快適に通行
できる道路づくりを推進
します。 

地域に点在する歴史的資
源や公園等をネットワー
ク化する自転車走行空間
を整備します。 

景観形成 

＜まちづくりの方針＞ 

公園・緑地・河川 

道路・交通 

土地利用 

公園・緑地 

市民交流ゾーン 沿道複合地 

中低層住宅地 

景観形成 

＜まちづくりの方針＞ 

公園・緑地・河川 

道路・交通 

土地利用 

沿道複合地 

工業地 

水面 

浜街道から今市地先におけるレイ
ンボーロード沿道は、無秩序な開
発を抑制するため、地区計画制度
等の都市計画的手法の活用によ
り、中小企業の立地による秩序あ
る土地利用を図ります。 

凡 例 

＜土地利用（ゾーニング）

＞ 
一般住宅地 

鳩の森公園を憩い

の空間として、保

全・活用します。 

小津 

湖南街道の４車線化を推

進します。また、整備に

あたっては、通学路の安

全確保に努めます。 
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① 人口の状況 
 

 吉身学区の平成 22 年（2010 年）から

令和２年（2020 年）までの人口増加率は

109％、令和２年（2020 年）の高齢化率

は 20.6％となっています。今後も人口 

増加が見込まれる学区です。 

 

② 前回都市計画マスタープラン（平成 19年以降）のまちづくりの総括 
 

まちづくりの事例 

 準工業地域で大規模集客施設の立地を抑制する特別用途地区を指定（平成 20 年度

（2008 年度））  

 下之郷史跡公園の整備（平成 22 年度（2010 年度）） 

 立入町地先で区画整理事業に向けた取り組みを開始（平成 24 年度（2012 年度）～）  

 市民交流ゾーンにおいて、地区計画を活用し、計画的な土地利用の誘導を図るためにガ

イドラインを運用（令和元年度（2019 年度）～） 

 守山駅東口において、立地特性を活かした都市機能の複合的な充実を目指すため、地区

計画を活用し、民間事業者による研究開発拠点の整備を誘導（令和３年度（2021 年度）

～） 

 

③ 望まれるまちのあり方（まちづくり会議【令和３年 10月開催】の意見から抜粋） 
 

  駅周辺の交通渋滞の解消と活性化、住民の交流が活発で活気のある地域づくり、災害に  

強い安全安心な地域づくりが望まれている。 

 （主な意見） 

 ・自転車、歩行者の交通安全の確保、散歩コースの再発見 ・駅前通りの渋滞の解消 

 ・住民の交流機会が多く笑顔が多いまちづくり ・災害に強いまちづくり 

 

④ まちづくりとして目指すポイント 
 

ポイント①：地域コミュニティの改善および交流の促進 

      ⇒水と緑を活かした市民交流ゾーン整備や立入公園の整備に向けた検討が必要 

ポイント②：歩いて暮らせる安全なまちづくりの推進 

      ⇒県道赤野井守山線の整備など、安心して歩けるまちづくりの推進が必要 

ポイント③：ホタル、自然、水環境等の維持保全と活用 

      ⇒市街地内農地など、まちなかの自然環境を維持保全する手法の検討が必要 
  

(６) 吉身学区 

※１ 出典：住民基本台帳および外国人登録（各年９月末時点） 
※２ 平成 22 年、平成 27 年、令和２年は実績値、令和７年は「守山市人口ビジ 

ョン「令和２年改訂版」による推計値 
 

項目 時点 市全体 吉身学区 

人口増加率 平成 22 年～令和２年 108% 109% 

高齢化率 
（65 歳以上
の割合） 

平成 22 年 16.9% 16.3% 

令和２年 21.9% 20.6% 
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吉身学区のまちづくり方針図 

下之郷史跡公園

の整備・保全を

図りながら、地

域の交流の拠点

として有効活用

し、あわせて、

眺望の確保に努

めます。 

「市民交流ゾーン」では、市民ホールや

市民運動公園、医療・福祉施設、教育施

設等と相乗効果を発揮し、守山市全体の

秩序ある発展に資する施設等の立地を誘

導するとともに、うるおいある緑地空間

の整備を推進します。 

目田川河川公園は、市

民交流ゾーンの整備と

あわせて憩いの空間と

しての充実を図りま

す。 

幹線道路沿道

は、緑化の促

進や看板を規

制するなど、

良好な沿道景

観を形成しま

す。 

レインボーロ

ード沿いは沿

道複合地とし

て位置づけ、

沿道サービス

機能の充実を

図ります。 

湖南街道は、市民交

流ゾーンの整備と相

乗効果を発揮する魅

力ある空間を確保し

ます。 
馬路石邊神社など

に残された緑地等

の保全を図るとと

もに、良好な住環

境の形成に向けて

緑化を推進しま

す。 

岡・立入地区における

幹線道路の整備を推進

します。 

JR で分断されている東

西のアクセスの改善を

検討します。 

準工業地域では、大

規模集客施設の立地

の制限を活用し、市

街地への都市機能の

集約を図ります。 

防災機能を有した公

園として、立入公園

の整備を検討しま

す。 

全域に係る方針 

市街化区域内の低・未利用地につい

ては、行き止まり状道路の形成を抑

制するなど、計画的に開発の誘導を

進めていきます。また、市街化区域

内の農地の保全活用手法について検

討します。 

中山道の歴史的な景観

の保全を図るととも

に、沿道の建築物の高

さ制限や色彩の誘導、

広告物の規制を活用

し、良好な沿道景観を

形成します。 

既成市街地において、良好な住環境

の維持・形成に向けて、敷地内での

空地の確保や緑化の推進を誘導しま

す。 

市街地内小河川の水量の確保、水

質の維持を図るとともに、自然景

観や生態系に配慮した水辺環境の

保全を図り、ホタルが舞う美しい

まちづくりを推進します。 

＜土地利用（ゾーニング）

景観形成 

＜まちづくりの方針＞ 

公園・緑地・河川 

道路・交通 

土地利用 中低層住宅地 

近隣商業地 中心商業地 

沿道複合地 

一般住宅地 

工業地 公園・緑地 

水面 

凡 例 

河西 

玉津 

守山 

吉身 

公共交通の充実を図る中、公共交通

の利便性向上と利用促進に向けた取

り組みを推進します。 

守山町公園を憩いの
空間として、保全・
活用します。 

土地利用の規制と実

態に乖離が生じてい

る地区においては、

土地利用に関する規

制・誘導策の見直し

を検討します。 

守山駅東口の周辺に

おいて、立地特性を

活かした都市機能の

複合的な充実を目指

します。 

小津 

「つなぐ守の舎」をコ

ンセプトとして、誰も

が快適に利用でき、気

軽に立ち寄ることがで

きる市民活動・市民協

働・市民交流機能を持

つ新庁舎の整備を行い

ます。 

国道８号野洲栗東バイ

パスの整備を推進しま

す。 



学区別構想 

72 

 

① 人口の状況 
 

 守山学区の平成 22 年（2010 年）から

令和２年（2020 年）までの人口増加率は

115％、令和２年（2020 年）の高齢化率

は 16.6％となっています。今後も人口 

増加が見込まれる学区です。 

 

② 前回都市計画マスタープラン（平成 19年以降）のまちづくりの総括 

まちづくりの事例 

 中山道守山宿等地区計画決定（平成 19 年度（2007 年））  

 都市計画道路勝部吉身線の整備事業の推進（平成 19 年度（2007 年度）～） 

 あまが池親水緑地、あまが池プラザ供用開始（平成 24 年度（2012 年度）） 

 市街地の環境維持等を図るために、駅前周辺において高度地区を指定（平成 30 年度

（2018 年度）） 

 良好な工業団地の形成を図るために、横江地区において地区計画決定（令和３年度

（2021 年度）） 

 

③ 望まれるまちのあり方（まちづくり会議【令和３年 10月開催】の意見から抜粋） 
 

急激な人口増加や行き過ぎた利便性の追求ではなく、「守山らしさ」を守るバランスの

良いまちづくり（都市開発）、中山道に代表される伝統的な文化や河川の水辺やみどりを

大切にしながら次世代にも続いていく住民の交流を大切にするまちが望まれている。 

 （主な意見） 

 ・守山らしさを守るバランス良いまちづくり ・世代間の出会いの創出 

 ・小河川を利用した街中水遊びができる守山 ・河川、公園、道路を美しく保つ 

 

④ まちづくりとして目指すポイント 
 

ポイント①： 自然環境と調和した、バランスあるまちづくりの推進 

       ⇒景観・住環境・自然環境等の保全の観点から、既存の農地等の保全やホタ 

ルと共存できるまちづくりの維持継続が必要 

ポイント②： 歴史的資源の積極的な活用と保全 

       ⇒史跡整備や景観計画、地区計画等を活用したまちなみ保全の継続が必要 

ポイント③： ＪＲ東側を中心とした道路整備等の推進 

       ⇒道路整備や踏切の歩行空間確保等、人口増加に対する基盤整備が必要 

(７) 守山学区 

※１ 出典：住民基本台帳および外国人登録（各年９月末時点） 
※２ 平成 22 年、平成 27 年、令和２年は実績値、令和７年は「守山市人口ビジ 

ョン「令和２年改訂版」による推計値 
 

項目 時点 市全体 守山学区 

人口増加率 平成 22 年～令和２年 108% 115% 

高齢化率 
（65 歳以上
の割合） 

平成 22 年 16.9% 12.8% 

令和２年 21.9% 16.6% 
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玉津 

全域に係る方針 

既成市街地において、良好な住環

境の維持・形成に向けて、敷地内

での空地の確保や緑化の推進を誘

導します。 

公共交通の充実を図る中、公共交

通の利便性向上と利用促進に向け

た取り組みを推進します。 

幹線道路網の整備を推進する中、

集落地内の生活道路に進入する車

両に対し、速度抑制をさせる整備

を検討します。 

幹線道路の整備を推進します。 

歩行者が安心して回遊できるネッ

トワークを活用し、歴史や文化等

地域資源の積極的な情報発信に努

めます。 

美しい田園風景の維持・保全を図

ります。 

市街化区域内における休耕地につ

いて、市民農園としての利用など

有効活用を図ります。特に、市街

化区域内の農地の保全活用手法に

ついて検討します。 

市街地内小河川の水量の確保、水

質の維持を図るとともに、自然景

観や生態系に配慮した水辺環境の

保全を図り、ホタルが舞う美しい

まちづくりを推進します。 

小河川を活かした憩える空間の整

備や活用を推進します。 

比良・比叡の山並みや三上山の眺

望を確保するため、景観や看板規

制を活用します。 

歩行者、自転車および自動車が安全
で快適に通行できる道路づくりを推
進します。 

地域に点在する歴史的資源や公園
等をネットワーク化する自転車走
行空間を整備します。 

守山学区のまちづくり方針図 

市民や企業・団体等の民間

発意によるまちづくり活動

やその交流拠点整備、地域

価値向上を図る民間主導の

リノベーションまちづくり

を進めるとともに、まちな

かウォーカブル等の取組を

検討します。 

伊勢遺跡の史跡整備および公園整備を推進し、市民が

豊かな自然や文化遺産に触れることが出来る憩いの場

を創出します。 

防災機能を有した公園として、え

んまどう公園を活用します。 

小津 
吉身 

＜土地利用（ゾーニング）

＞ 

景観形成 

＜まちづくりの方針＞ 

公園・緑地・河川 

道路・交通 

土地利用 中低層住宅地 

市民交流ゾーン 

近隣商業地 中心商業地 

沿道複合地 

一般住宅地 

工業地 公園・緑地 

水面 

凡 例 

河西 

守山 

地域コミュニティの維持や活性化
の観点から、市街化調整区域につ
いて、良好な住環境を維持するた
め、積極的に地区計画制度の活用
を推進します。 

水辺を活かしたまちづくりの普及
啓発を図り、水辺環境の改善や魅
力創出に向けた取り組みを推進し
ます。 

守山駅西口ロータリー周辺におい

て、雨天時の朝夕におけるロータリ

ーの混雑状況や、周辺交差点の渋滞

状況などを調査し、対策を検討しま

す。 

横江地区において、産業の振興や雇用の促進を

図るため、地区計画を活用し、既存工業団地と

一体となった良好な工業団地の形成を図りま

す。 

駅前における賑わいを創出し

た活気あふれる守山の顔づく

りを推進します。 

守山駅東口ロータリー周辺に

おいて、人や車の動線等を含

め、東口全体の在り方を整理

します。 

片岡栗東線の４車線化を推進しま

す。 

中山道守山宿の歴史的な街並みの保全

をはじめとして、ゆとりとうるおいを

有した魅力的で美しい街並みを形成す

るため、建築物の高さ制限や色彩、意

匠、看板等の規制を活用し、周辺と調

和のとれた良好な景観形成を推進しま

す。 

JR 守山駅周辺を本市の中心商業地と

位置づけ、文化・交流・にぎわいの

核となる中心拠点区域を形成し、行

政、商業、文化、医療・福祉、業務

および交通結節点等の多様な都市機

能の集積を図ります。 

勝部地区の住工混在地では、

良好な環境形成を促進しま

す。 


